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 別添  
 

特定商取引に関する法律第 58 条の 13 第１項に基づく業務停止命令及び第 58 条の 12 

第１項に基づく指示並びに旧法及び法第 58 条の 13 の２第１項に基づく業務禁止命令 
 
１ 対象事業者 

（１）事 業 者 名 株式会社ＵＮＩＯＮ（法人番号 8010501042185。以下「ユニオン」という。） 

代 表 者 名 石川 和希（いしかわ かずき） 

本店所在地 東京都台東区上野三丁目 22 番１号ＲｅＡｘｅｓＢｌｄｇ４Ｆ（登記上） 

設 立 平成 30 年２月８日 

資 本 金 10 万円 

売 上 高 約８億６千万円（令和３年 11 月～令和４年 10 月）（事業者報告による。） 

 

（２）事 業 者 名 株式会社ファイン（法人番号 9011801034128。以下「ファイン」という。） 

代 表 者 名 佐藤 友彦（さとう ともひこ） 

本店所在地 東京都豊島区東池袋三丁目 12 番 12 号正和ビル４階Ａ室 

設   立 平成 29 年 11 月 29 日 

資 本 金 10 万円 

売 上 高 約３億６千万円（令和３年 11 月～令和４年 10 月）（事業者報告による。） 

屋   号 便利屋ＣＯＯＬ（クール）・便利屋Ｌｅａｐ（リープ） 

＊ 以前に使用していた屋号：便利屋ＬＩＮＫ（リンク）・便利屋ＴＲＵＳＴ（トラスト） 

 

（３）事 業 者 名 株式会社ＱＵＡＴＴＲＯ（法人番号 3010501036266。以下「クアトロ」という。） 

代 表 者 名 神林 拓馬（かんばやし たくま） ・ 米井 聡（よねい さとし） 

本店所在地 千葉県柏市柏五丁目８番５号 

設 立 平成 26 年２月 14 日 

資 本 金 1,000 万円 
 

２ 事業概要 

ユニオンは、東京都台東区上野三丁目 22 番１号ＲｅＡｘｅｓＢｌｄｇ４Ｆを登記上の本店とし、

実際は、東京都豊島区東池袋三丁目 12 番 12 号正和ビル４階Ａ室（以下「池袋営業所」という。）及

び東京都台東区東上野三丁目 15 番 13 号スエヒロビル５Ｆ（以下「上野営業所」という。）を現に活

動する事務所として、貴金属等の物品を消費者から購入する業務を営んでいる。 

ファインは、池袋営業所を登記上の本店とし、同営業所及び上野営業所において、遺品整理、不

用品片付け等の役務を提供する事業を営む便利屋を名乗り、営業している。 

ユニオン及びファインは、それぞれの従業員が同一の場所で勤務し、車両に同乗して営業活動を

行うなど、連携共同して、消費者宅において、貴金属等の物品の売買契約（以下「本件契約」とい

う。）を締結して、貴金属等の物品を購入している。 

クアトロは、千葉県柏市柏五丁目８番５号に本店を置き、宝飾品事業、飲食事業、美容事業その

他の事業を営んでいる。 

ユニオン及びファインは、クアトロの元従業員であった者が設立したものであり、クアトロは、

ユニオン及びファインの設立に当たってはこれを支援し、ユニオン及びファインの業務開始後は、

当該２社の経理業務等を担うとともに、営業員の求人、昇進等の人事管理に関与している。 
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ユニオン、ファイン及びクアトロ（以下「３事業者」という。）は、クアトロをそのグループの本

部とするグループを形成し、ユニオン及びファインが行う本件契約に係る営業活動に関し、定例会

議等を通じて営業方針、営業目標、営業方法等の情報を共有している。 

また、クアトロは、ユニオン及びファインから、日々、営業報告を受け、契約状況管理、営業員

の営業成績の管理、クーリング・オフ対応、苦情対応等の多岐にわたって、ユニオン及びファイン

が行う本件契約に係る営業活動に深く関与している。 

３事業者は、連携共同して、営業所等以外の場所である消費者宅において、本件契約を締結して

貴金属等の物品の購入を行っており、それぞれが旧法（※１）第 58 条の４及び法（※２）第 58 条の

４に規定する訪問購入を行っているものと認められる。 
 

３ 上記２の事業に関する都内の相談の概要（令和５年 12 月 15 日時点） 

平均年齢 性 別 

相談件数（年度） 

平成 
30 年度 

令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

合計 

約 77.8 歳 
(46～94 歳) 

 女 性 84 名 
男 性 ２名 
未回答 ２名 

４件 24 件 21 件 14 件 15 件 10 件 88 件 

 

４ 業務停止命令（法人）の内容 ＊３事業者それぞれに対して命令 

  令和５年 12 月 22 日（命令の日の翌日）から令和６年９月 21 日までの間（９か月間）、特定商取

引に関する法律第 58 条の４に規定する訪問購入に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 

（１）売買契約の締結について勧誘すること。 

（２）売買契約の申込みを受けること。 

（３）売買契約を締結すること。 

 

５ 不適正な取引行為の内容 

不 適 正 な 取 引 行 為 
特定商取引に関する 
法律の条項 

３事業者は、連携共同して、「不用品回収代行のお助け業者で

す。」「要らないものがあったら引き取ります。近くにお店ができま

したので、チラシを持ってきました。」「いま、この団地を回ってお

ります。使っていない家電はありませんか。買い取りますよ。」な

どと告げて消費者宅を訪問しており、勧誘に先立って、本件契約の

締結事業者の名称、本件契約の締結について勧誘をする目的であ

る旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしていなかった。 

旧法第 58 条の５及び法

第 58 条の５ 

 

【勧誘目的等不明示】 

３事業者は、連携共同して、訪問に関する承諾を取り付けずに消

費者宅を突然訪問しては、「要らないものがあったら引き取りま

す。」などと告げた後、本件契約の締結について勧誘しており、勧

誘の要請をしていない者に対して、営業所等以外の場所において、

本件契約の締結について勧誘を行っていた。 

旧法第 58 条の６第１項

及び法第 58 条の６第１

項 

 

【不招請勧誘】 
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不 適 正 な 取 引 行 為 
特定商取引に関する 
法律の条項 

３事業者は、連携共同して、消費者宅を訪問しては、「要らない

指輪や貴金属がありましたら、ちょっと査定をいたします。調べる

だけです。」「アクセサリーを見てあげますよ。無料で査定します。」

などと告げるだけで、本件契約の締結について勧誘を行っており、

その勧誘に先立って、消費者に対し、勧誘を受ける意思があること

を確認していなかった。 

旧法第 58 条の６第２項

及び法第 58 条の６第２

項 

 
【勧誘を受ける意思の確

認義務違反】 

３事業者は、連携共同して、本件契約の締結について勧誘を行っ

た際に、消費者が「今日は出すつもりないから、どうぞお引き取り

ください。」「これは数少ない中の気に入ったやつだから、売りませ

ん。」などと述べて、本件契約を締結しない旨の意思表示をしたに

もかかわらず、引き続き本件契約の締結について勧誘を行ってい

た。 

旧法第 58 条の６第３項

及び法第 58 条の６第３

項 

 

【再勧誘】 

３事業者は、連携共同して、本件契約を締結する際に消費者に交

付する契約書面において、指輪について「Ｐｔ９００」「Ｋ１８」

などの材質に係る刻印を記載せずに、商品カラーとして「銀」「金」

とのみ記載する、時計について同一のものではないにもかかわら

ず、まとめて点数欄に総数を記載の上、備考欄に「レディース」、

商品カラーとして「銀」とのみ記載するなど、物品の特徴について、

物品を特定することができると考えられる程度の特徴を十分に記

載していなかった。 
また、契約書面に、ユニオンの本店所在地のみを記載し、現に活

動している住所を記載していなかった。 

旧法第 58 条の８第２項

及び法第 58 条の８第２

項 

 

【契約書面記載不備】 

 

 

３事業者は、連携共同して、本件契約を締結した際、消費者から

直接物品の引渡しを受ける時に、消費者に対し、クーリング・オフ

期間内は、物品の引渡しを拒むことができる旨を告げていなかっ

た。 

旧法第 58 条の９及び法

第 58 条の９ 

 

【物品引渡しの拒絶に関

する告知義務違反】 

３事業者は、連携共同して、本件契約の締結について勧誘をする

に際し、勧誘を断った消費者を相手に「ちょっと査定をいたしま

す。調べるだけです。」「もっとあるでしょ。もっとあるでしょ。」

などと告げて貴金属等の物品を出させては、売るつもりのない消

費者の意向を無視して、査定を進めて書類を作成したり、使用予定

があるから売るつもりはないと断った消費者に対して、「そんな

の、している人、いない。」「いまどき、こういうのは、流行らない

ですよ。」などと告げたりすることにより、消費者を仕方なく契約

せざるを得ない状況に追い込むなど、消費者に対して迷惑を覚え

させるような仕方で勧誘を行っていた。 

旧法第 58 条の 12 第１項

第４号の規定に基づく

旧々省令（※３）第 54 条

第１号及び法第 58 条の

12第１項第４号の規定に

基づく旧省令（※４）第 54

条第１号 

 

【迷惑勧誘】 

※ 具体的な相談事例は、参考資料を御参照ください。 

 

６ 指示（法人）の内容 ＊３事業者それぞれに対して指示 

（１）業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その

検証結果について、業務停止命令の日から１か月以内に東京都知事宛て文書にて報告すること。 
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（２）違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再

発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する１か

月前までに東京都知事宛て文書にて報告すること。 

 

７ 業務禁止命令（個人）の内容 

 

 

※１ 旧法：消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律（令

和３年法律第 72 号）による改正前の特定商取引に関する法律（昭和 51 年法律第 57 号） 

※２ 法：特定商取引に関する法律（昭和 51 年法律第 57 号）（現行の特定商取引に関する法律） 

※３ 旧々省令：特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令（令和４年内閣府・経済産業省令第１号）

による改正前の特定商取引に関する法律施行規則（昭和 51 年通商産業省令第 89 号） 

※４ 旧省令：特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令（令和５年内閣府・経済産業省令第２号）に

よる改正前の特定商取引に関する法律施行規則（昭和 51 年通商産業省令第 89 号） 

 

  

対象者 業務禁止命令の内容 命令の原因となった事実 

石川 和希 

 

令和５年 12 月 22 日（命令の日の翌

日）から令和６年９月 21 日までの間

（９か月間）、ユニオンに対して業務

停止を命じた範囲の業務を新たに開

始すること（当該業務を営む法人の当

該業務を担当する役員となることを

含む。）を禁止する。 

ユニオンの代表取締役であり、当該事

業者の訪問購入における業務全般を統

括管理し、営業方針等を決定するととも

に営業に係る指揮命令を行うなど、当該

業務の停止を命ぜられる業務の遂行に

主導的な役割を果たしていた。 


